
2021年4月1日

社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

第163回 市町村職員を対象とするセミナー
「市町村における精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築を推進するための研修」

令和５年１月20日（金）



１ 改正法の概要

２ 市町村に期待すること

本日の話
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・保護義務者の同意による

入院制度の創設

・「医療保護入院」に名称変更

背景
制度改正の概要

Ｓ25年
成立

Ｓ40年
改正

Ｓ62年
改正

Ｈ５年
改正

Ｈ７年
改正

ライシャワー事件（Ｓ39）

宇都宮病院事件（Ｓ58）

精
神
衛
生
法

精
神
保
健
法 障害者基本法の成立（Ｈ５）

地域保健法の成立（Ｈ６）

Ｓ29年
改正

Ｓ36年
改正

措置入院関係 医療保護入院関係 その他
・措置入院制度の創設

・入院措置の解除規定の新設

・入院措置の解除は精神保健
指定医の診察の結果に基づくこ
とを必須化

・精神保健指定医制度・精神医療審査

会制度の創設５年後見直し

Ｈ11年
改正

・医療保護入院の要件の明確化
（任意入院の状態にない旨を明記）
・保護者の義務の見直し

池田小事件（Ｈ13）

Ｈ15年
心神喪失等で重大な他害行為を行った者への継続的かつ適切な医療とその確保のために必要な観察・指導等

精神保健医療福祉の改革ビジョン策定（Ｈ16）
Ｈ17年
改正

障害者自立支援法
の成立（Ｈ17） ・特定医師の診察による医療保護入

院（12時間限定）等の特例措置導入

Ｈ25年
改正

・保護者制度の廃止、家族等同意の創設

・精神病院管理者に、退院後生活環境相

談員の設置、地域援助事業者との連携、

退院促進のための体制整備を義務付け

医療観察法の成立

精
神
保
健
福
祉
法

・緊急措置入院制度・症状消退
の届出制度の創設

Ｈ26年

良質かつ適切な精神障害者に対する医療
の提供を確保するための指針策定
（Ｈ２５年改正で策定義務付け）

入院医療中心の精神医療から精神障害者の地域生活を支えるための精神医療への改革の実現に向け、
精神保健医療福祉関係者が目指すべき方向性を定める。

精神保健福祉分野における入院等の制度改正の経緯

任意入院関係

※駐日アメリカ大使ライシャワーが統合失調症の少年に刺され負傷。

※無資格者による診察等が行われたり、看護助手らの暴行により患者が死亡。

※大阪教育大学附属池田小学校におい
て、 措置入院歴のある加害者が小学
生等を多数殺傷。

精神保健福祉施策の入院医療中心から地域生活中心への改革を進めるため、①国民の理解の深化、②精神
医療の改革、③地域生活支援の強化を10年間で進めることとした。

・任意入院制度の創設

入院時における書面による権利等（退院等請求）の告知制度の創設

病院管理者に対する定期の報告の義務付け

・措置入院・医療保護入院を行う精神病院における常勤指定医の必置化

・特定医師による退院制限（12時間
限定）の規定の創設
・都道府県知事による定期の報告
の求めの可能化

・告知義務の例外措置の期間を明記
（４週間）

・「保護義務者」から「保護者」に名称変更
（保護者の権利規定の新設等）

・緊急に入院が必要となる精神障害者の移送に関する規定を創設

・精神医療審査会の委員構成の見直し
・改善命令に従わない病院管理者に関
する公表制度の導入

・精神医療審査会の委員構成の見直し

・一般人からの診察及び保護の申請、
警察官、検察官、矯正保護施設の長
の通報制度の創設

・非営利法人の設置する精神病院への
国庫補助規定の創設

・入院医療費の国庫負担基準の引上げ
（２分の１→10分の８）
・保健所を地域精神保健行政の第一線
機関として位置づけ。訪問指導等強
化。
・精神衛生センター（現精保センター）創設

・法の目的に「精神障害者の社会復帰

の促進」を規定

・応急入院制度創設

・精神病院に対する報告徴収・改善命

令規定新設

・都道府県の権限を政令市委譲

・５年ごとの研修受講を指定医の指定
更新要件として規定

・法の目的に「精神障害者の自立と社会参加

の促進のための援助」を規定

・精神医療審査会の機能強化
・精神保健指定医の役割等の強化
・精神病院に対する指導監督の強化
・精神保健福祉センターの機能拡充
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○ 身近な市町村で精神保健に関する相談支援
を受けられる体制を整備することが重要。

精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、病状の変化に応じ、保健、医療、障害福祉・介護、居住、就労等の多様なサービスを、身近
な地域で切れ目なく受けられるようにすることが必要である。

「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書（概要）
（令和４年６月９日）

基本的な考え方基本的な考え方

○ 精神保健医療福祉上のニーズを有する方が地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制を実現するため、市町村等における相
談支援体制、第８次医療計画の策定に向けた基本的な考え方、精神科病院に入院する患者への訪問相談、医療保護入院、患者の意
思に基づいた退院後支援、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組、精神病床における人員配置の充実、虐待の防止に係る取
組について検討し、今後の取組について取りまとめた。

○ 関係法令等の改正や令和６年度からの次期医療計画・障害福祉計画・介護保険事業（支援）計画の策定に向けて、次期診療報酬
改定・障害福祉サービス等報酬改定・介護報酬改定等の必要な財政的方策も含め、具体的な改正内容について検討を進め、その実
現を可能な限り早期に図るべき。

精神保健に関する市町村等における
相談支援体制

○ 地域における多職種・多機関の有機的な
連携体制の構築が重要。

○ 各疾患等について、その特性を踏まえた
医療提供体制の検討が必要。

第８次医療計画の策定に向けて

○ 人権擁護の観点から、市町村⾧同意による
医療保護入院者を中心に、医療機関外の者と
の面会交流を確保することが必要。

精神科病院に入院する患者への訪問相談

○ 安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、
以下の視点を基本とすべき。
・入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実
・医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた

制度・支援の充実
・より一層の権利擁護策の充実

○ 家族等同意の意義、市町村の体制整備のあり方
等を勘案しながら、適切な制度のあり方を検討し
ていくことが必要。

医療保護入院

○ 退院後支援については、津久井やまゆり園事件
の再発防止策を契機とした取組ではないことを明
文で規定した上で、推進に向けた方策を整理して
いくことが求められている。

患者の意思に基づいた退院後支援

○ 安心して信頼できる入院医療を実現するには、
患者の権利擁護に関する取組がより一層推進さ
れるよう、医療現場において、精神保健福祉法
に基づく適正な運用が確保されることが必要。

不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組

○ より手厚い人員配置のもとで良質な精神科医
療を提供できるよう、個々の病院の規模や機能
に応じた適切な職員配置の実現が求められる。

精神病床における人員配置の充実

○ より良質な精神科医療を提供することがで
きるよう、虐待を起こさないことを組織風土、
組織のスタンダードとして醸成していくため
の不断の取組が重要。

虐待の防止に係る取組

対応の方向性
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律の概要

施行期日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改正の概要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域

生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの

者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】
① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法

を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。
② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に

おいて算定できるようにする。
③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】
① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、

医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
② 市町村⾧同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」

を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。
③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道

府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】
① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の

連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】
障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】
① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村⾧が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨
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＜国＞ データベースの整備

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことが

できる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）

・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所

住まいの場
・アパート生活
・グループホーム
・実家 等

病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用
＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇用
率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定
入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 等

相談支援等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進（登
録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族
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１－②
１－③

○ 基幹相談支援センターは、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設として、平成24年から法律で位置づけられたが、設置市町村
は半数程度にとどまっている。

○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を平成27年から推進し
てきたが、約５割の市町村での整備に留まっている。※令和３年４月時点整備状況(全1741市町村) 地域生活支援拠点等:921市町村(53％),基幹相談支援センター:873市町村(50％)

○ 市町村では、精神保健に関する課題が、子育て、介護、困窮者支援等、分野を超えて顕在化している状況。また、精神保健に関する課題は、複雑多
様化しており、対応に困難を抱えている事例もある。 ※自殺、ひきこもり、虐待等

○ 基幹相談支援センターについて、地域の相談支援の中核的機関としての役割・機能の強化を図るとともに、その設置に関する市町村の努力義務等を設ける。
○ 地域生活支援拠点等を障害者総合支援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。
○ 地域の協議会で障害者の個々の事例について情報共有することを障害者総合支援法上明記するとともに、協議会の参加者に対する守秘義務及び関係機関に
よる協議会への情報提供に関する努力義務を設ける。

○ 市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者（※）も対象にできるようにするとともに、これらの
者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に対す
る精神保健に関する相談援助を追加する。 ※ 具体的には厚生労働省令で定める予定。

現状・課題

都道府県（管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援）

③協議会（個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場）

①基幹相談支援センター
（地域の相談支援の中核機関）

守秘義務を設ける

地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備

見直し内容

本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ

地域移行の推進
（体験の機会・場）

※複数の事業者が連携するなど
地域の実情に応じて整備

（
地
域
生
活
の
緊
急
時
対
応
や
地
域

移
行
を
推
進
す
る
サ
ー
ビ
ス
拠
点
）

②
地
域
生
活
支
援
拠
点
等

市町村（①～③の整備・設置主体）

拠点コーディネーター

※本人や家族等からの相談

障害者

相談支援事業者 サービス事業者

整備を努力義務化

日常的な相談 日常的な支援

相談支援事業者への支援
（助言・指導等）

設置を努力義務化 連携

緊急時の相談・対応

主任相談支援専門員等
総合相談
専門相談

関係機関との
連携の緊密化

支援 相談 サービス利用
計画策定等
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9

令和６年４月から

自治体の相談支援の対象の見直し

 市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題
を抱える者（具体的には省令で定める予定）も対象となる。

参 考

詳細については、今後、省令・通知等でお示ししていく予定です。今後の情報にご注意ください。

●精神障害者や精神保健に課題を抱える者への相談支援については、（政令市・保健所設置市以外
の）市町村においては、精神保健福祉法上の「努力義務」となっており、法的には現時点で義務づ
けられてはいないものの、福祉・母子保健・介護等の分野と精神保健分野の複合的な支援ニーズが
みられる中で、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」等におい
て、市町村における実施の重要性が指摘されている。

●このため、今後関係省令や、精神保健福祉業務運営要領（通知等）において、精神保健に関する
相談支援に関し、市町村が実施する内容について、具体化・明確化を図っていくことを検討中。

市町村への支援に関する都道府県の責務

自治体の相談支援の対象の見直し

 都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必要な援助を行う
よう努めなければならない。



３－① 医療保護入院の見直し

○ 精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により
判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセス
を確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。

改正後の医療保護入院のイメージ
（ 改 正 に 関 わ る 手 続 等 を 記 載 ）

・家族等がいない場合は
市町村⾧同意

診察
＜退院に向けた支援＞

・病院から都道府県に
入院の届出を提出

・精神医療審査会が、
入院の届出を審査
（※３）

退院
精神障害者に書面で通知
（通知する事項）
・入院措置を採ること
・退院等請求に関すること

精神障害者

※１ 指定医の指定申請ができる期間を、当該指定に必要な研修の修了後「１年以内」から「３年以内」に延⾧する。 ※２ DV加害者等を「家族等」から除外する。
※３ 措置入院の決定についても同様とする。 ※４ 措置入院中の方も対象とする。 ※５ 現行努力義務→義務化。 ※６ 厚生労働省令で定める予定。
※７ 入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。なお、入院期間の更新について、

精神科病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができることとする。
※８ 政府は、非自発的入院制度の在り方等に関し、精神疾患の特性等を勘案するとともに、障害者権利条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずる

ことについて検討するものとする検討規定を設ける（附則）。

家族等（※２）の同意

・精神保健指定医（※１）
１名の判定

＜入院の要件＞

面会交流

入院された方の権利
擁護のための取組を
一層推進（※８）

・入院治療は必要だが、
自ら同意できる状況にない

○ 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に
医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一
層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

現状・課題

見直し内容

＜入院後の手続＞

家族が意思表示を行わない場合も市町村⾧が同意の可否を判断
（例）20年以上親交のない遠方の家族等：本人の利益を勘案して同意・

不同意をすることが困難

本人の希望のもと「入院者訪問支援事業」を実施
（都道府県等事業）

・通知先に家族等を追加（※３）
・通知事項に入院理由を追加（※３）

＜入院時の手続＞

・退院支援を行う相談員を選任（※４）
・地域の福祉等関係機関の紹介（※４・５）
・退院支援委員会の設置

入院期間（※６）を定め、精神科病院において
期間ごとに入院の要件（病状、同意能力等）を
確認（※７）
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令和５年４月から

入院患者への告知に関する見直し

家族が虐待の加害者である場合の対応

詳細については、今後、省令・通知等でお示ししていく予定です。今後の情報にご注意ください。

新規申請に向けた指定医研修会の有効期間

 以下の入院措置を行う患者への告知について、患者本人だけでなくその家族にも告知する。
・ 措置入院（緊急措置入院）:措置診察のための通知を行った家族等に対し告知
・ 医療保護入院:同意を行った家族等に対し告知

 従来からの「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」に加えて、「入院措置を採る
理由」も告知することとなる。

 医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる「家族等」からDVや虐待の加害者を除く。
 当該家族が唯一の家族である場合、医療機関は市町村⾧同意の申請ができるようになる。

 指定医研修会を受講したあと、現行１年以内であるところ、３年以内であれば指定医
の申請が可能。（※）

（※）令和５年４月１日以降に新規の申請を行う場合。



12

令和６年４月から

詳細については、今後、省令・通知等でお示ししていく予定です。今後の情報にご注意ください。

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き
 医療保護入院の入院期間は、最大６ヶ月以内で省令で定める期間（検討中）とする。
 入院中の指定医による診察の結果、患者に同意能力がなく（任意入院ができない）、入院

の必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間を更新するこ
とができる。
・ 対象患者への退院支援委員会の開催（入院継続に当たって必要な退院支援措置の検討）
・ 家族等に連絡した上で、同意を確認（不同意の意思表示がないことの確認）
・ 更新届の提出 （→定期病状報告は必要なくなります）

家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い

 当該家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を
行わないこととすることができるようになる。

 家族等の全員が意思表示を行わない場合には、医療機関は市町村⾧同意の申請ができる
ようになる。



３－② 「入院者訪問支援事業」の創設

○ 市町村⾧同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。その
ため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に
聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。 ※ 都道府県等の任意事業として位置付ける。

※１ 入院者訪問支援員には、患者の尊厳を保持し、常に患者の立場に立って誠実に職務を行うことを求めるほか、守秘義務を規定。
※２ 具体的な研修内容は省令等で規定。例えば、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護等を想定。
※ 精神保健福祉法の目的規定に「精神障害者の権利の擁護」等を追加。

「入院者訪問支援事業」 ※イメージ

入院者訪問支援員を派遣

入院者訪問支援員を希望

・入院者訪問支援員に対する研修（※２）
・入院者訪問支援員の任命・派遣等
・精神科病院の協力を得て、支援体制を整備

都道府県等
【入院者訪問支援員（※１）の役割】

・精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴く
・入院中の生活相談に応じる
・必要な情報提供等を行う

市町村⾧同意による
医療保護入院患者等

精神科病院
患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る

○ 精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入
院の場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。

現状・課題

見直し内容

13



３－③ 精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進

○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進することが必要。
○ 職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期発見、

再発防止に向けた組織風土の醸成を推進している。あわせて、虐待が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できる
とする等、都道府県等の指導監督の強化を図っている。

※ 障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが、
障害者虐待防止法に規定。
虐待の深刻化を防ぎ、より軽微な段階で通報しやすい組織風土の醸成等を図り、
障害者の権利利益の擁護に資する仕組みとして位置付けられている。

市
町
村

虐
待
発
見

・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表

通報 報告

都道府県

○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者の
リーダーシップのもと、組織全体でより一層推進するため、
以下の内容等を規定。

① 精神科病院の患者に対する虐待への対応について、
従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等
のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。

② 精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる
患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報すること
を義務付ける（※）。

あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に
伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受け
ないことを明確化する。

③ 都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による
虐待状況等を公表するものとする。

④ 国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及
び研究を行うものとする。

現状・課題

見直し内容

通報

都道府県
虐
待
発
見

・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表

通報の仕組み
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１ 改正法の概要

２ 市町村に期待すること

本日の話
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

○ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け合い、
普及啓発（教育など）が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の実現に向かっ
ていく上では欠かせないものである。

○ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神
障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他
の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

安心して自分らしく暮らすために･･･

社会参加、地域の助け合い、普及啓発

住まい

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所

バックアップバックアップ

バックアップバックアップ

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等

■介護予防サービス

■地域生活支援拠点等

（障害福祉サービス等）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所 ・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助 等

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

日常生活圏域

市町村

障害保健福祉圏域

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日常生活圏域
を基本として、市町村などの基礎自治体を基
盤として進める

※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精神保健福祉セン
ター及び保健所は市町村と協働する

通所・入所通院・入院

圏域の考え方

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

訪問相談にも対応します。
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■相談系：
・計画相談支援
・地域相談支援



精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に係る各機関の役割の整理

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向かっていく上では、欠かせないものであり、精神障害の有無や程度に
かかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、重層的な連携による支援体制を構築することが適当。

○ 構築に際しては、精神障害者や精神保健（メンタルヘルス）上の課題を抱えた者等の日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基
盤として進める必要がある。また、精神保健福祉センター及び保健所は市町村との協働により精神障害を有する方等のニーズや地域の課題を把握
した上で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築することが重要。

福祉
・相談支援
・障害福祉サービス等の提供

等

Ａ市町村

障害福祉サービス等
事業所

基幹相談支援センター
地域生活支援拠点等

訪問看護事業所

医療・保健
・医療（入院、外来、訪問診療、往
診、精神科デイ・ケア等）の提供

・身体合併症への対応
・訪問看護 等

医療機関

社会参加・地域の助け合い・教育
・ピアサポート ・普及啓発
・地域活動 等

重層的な連携による
支援体制構築推進

ピアサポーター自治会

本人

医療・保健 福祉
・相談支援
・障害福祉サービス等の提供

等

障害福祉サービス等
事業所

基幹相談支援センター
地域生活支援拠点等

Ｂ市町村

社会参加・地域の助け合い・教育
・ピアサポート ・普及啓発
・地域活動 等

本人

訪問看護事業所

保健所 【日常生活圏域】

【障害保健福祉圏域等】支援体制構築推進
の支援 医療に関する事項の調整・対応

（医療機関との連携含む） 等
個別支援での協働 等

福祉・精神保健に
関する

基盤整備等

精神保健福祉センター
高い専門性を要する精神障害者等の支援 等
地域診断等の支援（精神保健福祉資料・ReMHRADの分析）、
人材育成・研修 等

※ 必要に応じて支援
※ 支援の必要性等は保健所が把握

※ 必要に応じて支援
※ 支援の必要性等は精神保健
福祉センターが把握

ピアサポーター自治会

保健センター
市町村

福祉所管部局 保健センター
市町村

福祉所管部局

【都道府県】

医療機関

・医療（入院、外来、訪問診療、往
診、精神科デイ・ケア等）の提供

・身体合併症への対応
・訪問看護 等
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精神保健に関する相談支援に係る市町村の役割

市町村において、精神保健に関する課題を抱える住民への相談支援体制の整備をお願いします

背景に精神保健上の課題

市町村では既に精神
保健に関する支援の
ニーズに直面してい
る。

○現在、市町村における自殺対策、虐待（児童、高齢者、障害者）、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援
等の業務において、関わっている住民が背景に精神保健上の課題を抱えているケースも多く、市町村の責務ではなくても、
実際の支援の中で、複合的な課題への支援のニーズに直面している。

自殺対策

虐待

生活困窮者支援・
生活保護 母子保健・子育て支援

高齢・介護

認知症対策DV

●精神保健（メンタルヘルス）に関する支援ニーズは、障害者だけでなく、福祉、母子保健、介護等の部門にも様々な形で表れます。

●こうした複合的なニーズへの支援は、住民に身近で、福祉・母子保健・介護等を担当している市町村だからこそできるものです。

●市町村が精神保健の支援に取り組むことは、福祉・母子保健・介護等に関する支援の実効性を高めたり、スタッフの自信ややりがいの
向上にもつながります。

●住民の精神保健医療福祉上のニーズに対応する相談支援体制の整備を推進するに当たって
・精神保健の個別支援や支援体制整備の担当の配置や明確化
・精神保健に関する実際の支援ニーズに直面する様々な機関（福祉、母子保健、介護等）との協働・連携体制の構築
・精神保健に関する支援の担い手の確保や、研修受講等による資質向上

等への取り組みをお願いします。
18



令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

７ ８ ９ 1 0 1 1  1 2  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1 0 1 1 1 2 １ ２ ３ ４～

精神保健
に関する
市町村等
における
相談支援
体制

第８次
医療計画

入院者訪
問支援事
業

保健所及び市町村の精神保健福祉業務運営要領や
精神保健福祉センターの運営要領の見直し

精神保健福祉相談員の講習会の見直し（厚労科研）
受講方法の見直しの検討・好事例等の分析や周知

「医療計画の見直しに等に関する検討会」報告書とりまとめ

訪問支援員への研修カリキュラムの検討や運用マニュアルの作成等（厚労科研）

自治体
国

実施主体

精神疾患に関する指標例等の見直し
（厚労科研）

基本方針改正（告示）、医療計画作成指針等の改正（通知）

第８次医療計画の策定 第８次医療計画開始

本事業のスキーム構築や訪問支援員の養成に向けた準備
・支援員の候補者を研修へ派遣や県庁等の担当者を研修へ派遣
・市町村や精神科病院等との調整や運営事務局の設置
・事業計画・実施要綱の作成等
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検討会報告書での指摘事項に関する今後の主な見直し等のスケジュール（イメージ）

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業」
精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業

新）運営要領の適用

関係法令の見直し 新）講習会の運用

本事業の本格実施等

※令和５年１月時点でのイメージであり、変更等の可能性あり


